
伊 丹 市 介 護 度 改 善 イ ン セ ン テ ィ ブ 事 業 実 施 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 伊 丹 市 介 護 保 険 の 被 保 険 者 の 自 立 支 援 や 重 度 化

防 止 に 資 す る 質 の 高 い 介 護 サ ー ビ ス を 提 供 す る 市 内 の 介 護 サ ー ビ

ス 事 業 所 に 対 し ， 予 算 の 範 囲 内 に お い て ， 報 奨 金 を 交 付 す る こ と

に よ り ， そ の 取 組 を 評 価 し ， 表 彰 す る こ と で ， 当 該 事 業 所 職 員 の

意 欲 向 上 を 図 る と と も に ， 更 に 質 の 高 い サ ー ビ ス 提 供 が 継 続 し て

行 わ れ る こ と を 促 進 し ， も っ て 高 齢 者 が 住 み 慣 れ た 地 域 で 自 分 ら

し く 暮 ら し 続 け る こ と が で き る 地 域 共 生 社 会 の 実 現 を 目 指 す こ と

を 目 的 と す る 介 護 度 改 善 イ ン セ ン テ ィ ブ 事 業 （ 以 下 「 本 事 業 」 と

い う 。 ） の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 使 用 す る 用 語 の 意 義 は ， 介 護 保 険 法 （ 平 成

９ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 ） に お い て 使 用 す る 用 語 の 意 義 の 例 に よ る 。  

（ 事 業 の 内 容 ）  

第 ３ 条  市 長 は ， 市 内 に 所 在 す る 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 又 は 地 域 密 着 型 サ

ー ビ ス 事 業 を 行 う 事 業 所 に つ い て ， 次 に 掲 げ る 事 業 所 の 区 分 ご と

に 当 該 事 業 所 に よ り 行 わ れ る 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 又 は 指 定 地 域 密 着

型 サ ー ビ ス を 利 用 す る 被 保 険 者 （ 以 下 「 利 用 者 」 と い う 。 ） の 日

常 生 活 動 作 に 関 す る 指 標 の 維 持 ・ 改 善 の 状 況 を 評 価 し ， 優 良 と 認

め ら れ る 事 業 所 を 表 彰 し ， 報 奨 金 を 交 付 す る も の と す る 。  

⑴  リ ハ ビ リ 型 事 業 所 （ 主 と し て 身 体 機 能 の 向 上 を 目 的 と し た サ ー

ビ ス を 提 供 す る 事 業 所 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）   

⑵  一 般 型 事 業 所 （ 健 康 チ ェ ッ ク ， レ ク リ エ ー シ ョ ン 等 の サ ー ビ ス

を 総 合 的 に 提 供 す る 事 業 所 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

２  市 長 は ， 本 事 業 を 効 果 的 に 実 施 す る た め 必 要 と 認 め る と き は ， 日

常 生 活 動 作 に 関 す る 指 標 の 維 持 ・ 改 善 の 状 況 が 特 に 優 秀 と 認 め ら

れ る 利 用 者 を 表 彰 す る こ と が で き る 。  

（ 対 象 事 業 所 ）  

第 ４ 条  本 事 業 の 対 象 と な る 事 業 所 （ 以 下 「 対 象 事 業 所 」 と い う 。 ）



は ， 市 内 で 指 定 通 所 介 護 事 業 又 は 指 定 地 域 密 着 型 通 所 介 護 事 業 を

行 う 事 業 所 の う ち ,次 の い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。  

⑴   指 定 居 宅 サ ー ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 （ 平

成 １ ２ 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 １ ９ 号 ） 又 は 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ

ス に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 （ 平 成 １ ８ 年 厚 生 労 働

省 告 示 第 １ ２ ６ 号 ） に 規 定 す る 個 別 機 能 訓 練 加 算 （ Ⅰ ） イ 又 は

個 別 機 能 訓 練 加 算 （ Ⅰ ） ロ を 算 定 し ,及 び 科 学 的 介 護 推 進 体 制 加

算 の 届 出 を 行 う 方 法 に よ り 事 業 所 の 体 制 を 整 備 し て い る こ と 。  

⑵   本 事 業 に 参 加 す る こ と に つ い て ,伊 丹 市 介 護 度 改 善 イ ン セ ン テ

ィ ブ 事 業 参 加 同 意 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に よ り 次 条 で 定 め る 評 価 対

象 利 用 者 の 同 意 を 得 て い る こ と 。  

⑶   次 条 で 定 め る 評 価 対 象 利 用 者 の 数 が ， 当 該 事 業 所 に お け る 当

該 年 度 の ４ 月 １ 日 の 利 用 者 （ 次 条 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 該 当 す る

者 に 限 る 。 ） の 総 数 （ 以 下 「 利 用 者 総 数 」 と い う 。 ） の う ち に

占 め る 割 合 が ５ ０ パ ー セ ン ト 以 上 で あ る こ と 。  

⑷   法 人 の 市 民 税 に 係 る 市 長 に 対 す る 申 告 （ 当 該 申 告 の 義 務 を 有

す る 者 に 限 る 。 ） を 行 い ,か つ 本 市 の 市 民 税 を 滞 納 し て い な い こ  

と 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ,次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は ,

対 象 事 業 所 と し な い 。  

⑴   介 護 保 険 法 の 規 定 に 基 づ き ， 当 該 事 業 所 が 現 に 受 け て い る 指

定 の 期 間 （ 以 下 「 現 在 の 指 定 期 間 」 と い う 。 ） に お い て ， 改 善

勧 告 を 受 け ， 適 切 に 対 応 し な か っ た 場 合  

⑵   現 在 の 指 定 期 間 に お い て ， 改 善 命 令 又 は 指 定 の 効 力 停 止 等 の

行 政 処 分 を 受 け た 場 合  

⑶   対 象 事 業 所 が 伊 丹 市 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 ２ ４ 年 伊 丹 市 条 例

第 ４ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 若 し く は 同 条 第 ２ 号 に

規 定 す る 暴 力 団 員 又 は 同 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 密 接 関 係 者

で あ る 場 合  

⑷   本 事 業 に 係 る 対 象 事 業 所 の 長 が 伊 丹 市 暴 力 団 排 除 条 例 第 ２ 条



第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 で あ る 場 合  

（ 評 価 対 象 利 用 者 ）  

第 ５ 条  本 事 業 の 評 価 の 対 象 と な る 利 用 者 （ 以 下 「 評 価 対 象 利 用 者 」

と い う 。 ） は ,次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 者 と す る 。  

⑴   対 象 事 業 所 が 本 事 業 の 申 込 み を す る 日 に お い て ,本 市 よ り 要 介

護 １ か ら 要 介 護 ５ の い ず れ か の 認 定 を 受 け て い る こ と 。  

⑵   本 事 業 の 評 価 対 象 と な る 年 度 の ４ 月 １ 日 に お い て ,対 象 事 業 所

の 提 供 す る サ ー ビ ス を 前 年 度 を 通 じ て 週 に １ 回 以 上 継 続 し て 利

用 し て い る こ と 。  

⑶   本 事 業 の 参 加 に つ い て 同 意 し て い る こ と 。  

（ 参 加 の 申 込 み ）  

第 ６ 条  対 象 事 業 所 は ， 本 事 業 に 参 加 を し よ う と す る と き は ,伊 丹 市

介 護 度 改 善 イ ン セ ン テ ィ ブ 事 業 参 加 申 込 書 （ 様 式 第 ２ 号 。 以 下

「 参 加 申 込 書 」 と い う 。 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て ,市 長 が 別 に

定 め る 期 日 ま で に 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴   評 価 対 象 利 用 者 か ら 受 領 し た 伊 丹 市 介 護 度 改 善 イ ン セ ン テ ィ

ブ 事 業 参 加 同 意 書  

⑵   対 象 者 割 合 確 認 表 （ 様 式 第 ３ 号 ）  

⑶   法 人 の 市 民 税 に 係 る 市 長 に 対 す る 申 告 の 義 務 を 有 す る 場 合 に

あ っ て は ,法 人 の 市 民 税 の 納 税 証 明 書 （ 本 条 の 規 定 に よ る 申 込 み

を 行 う 年 度 の 前 年 度 の も の ）  

（ 参 加 決 定 ）  

第 ７ 条  市 長 は ,前 条 の 参 加 申 込 書 の 提 出 が あ っ た と き は ,そ の 内 容 を  

審 査 の う え ,参 加 の 可 否 を 決 定 し ,伊 丹 市 介 護 度 改 善 イ ン セ ン テ ィ ブ

事 業 参 加 可 否 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り ,前 条 の 規 定 に よ り

申 込 み を 行 っ た 者 に 対 し て 通 知 す る も の と す る 。  

（ 研 修 ）  

第 ８ 条  本 事 業 の 参 加 の 決 定 を 受 け た 者 （ 以 下 「 参 加 事 業 所 」 と い

う 。 ） は ,  次 条 で 定 め る Ａ Ｄ Ｌ 評 価 の 実 施 の 前 に ,市 の 指 定 す る 評

価 方 法 に 関 す る 研 修 を 受 講 し な け れ ば な ら な い 。  



２  参 加 事 業 所 は ， 伊 丹 市 介 護 度 改 善 イ ン セ ン テ ィ ブ 事 業 に 係 る Ａ Ｄ

Ｌ 評 価 研 修 動 画 視 聴 完 了 報 告 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） を 市 長 が 定 め る 期 日

ま で に 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ Ａ Ｄ Ｌ 評 価 の 実 施 ）  

第 ９ 条  参 加 事 業 所 は ,評 価 対 象 利 用 者 に 対 し ,個 別 機 能 訓 練 加 算 の 算

定 に お い て 利 用 す る 生 活 機 能 チ ェ ッ ク シ ー ト に よ る 日 常 生 活 動 作 の

評 価 （ 以 下 「 Ａ Ｄ Ｌ 評 価 」 と い う 。 ） を 行 う も の と し ,そ の 回 数 は ,

評 価 対 象 利 用 者 ご と に ,市 長 が 別 に 定 め る 本 事 業 の 対 象 と な る 期 間

（ 以 下 「 評 価 期 間 」 と い う 。 ） 内 に ２ 回 と す る 。  

２  １ 回 目 の Ａ Ｄ Ｌ 評 価 は ， 第 ７ 条 の 規 定 に よ る 通 知 を し た 日 の 属 す

る 月 の 翌 月 末 日 ま で に 実 施 し ， 伊 丹 市 介 護 度 改 善 イ ン セ ン テ ィ ブ 事

業 事 前 状 況 評 価 報 告 書 （ 様 式 第 ６ 号 。 以 下 「 事 前 状 況 評 価 報 告 書 」

と い う 。 ） に 評 価 対 象 利 用 者 ご と の 評 価 結 果 を 記 録 し な け れ ば な ら

な い 。  

３  ２ 回 目 の Ａ Ｄ Ｌ 評 価 は ， １ 回 目 の Ａ Ｄ Ｌ 評 価 の 実 施 日 か ら ５ 箇 月

を 経 過 し た 日 以 降 で あ っ て ， 当 該 経 過 し た 日 の 属 す る 月 の 翌 月 末 日

又 は 当 該 年 度 の １ 月 末 日 の い ず れ か 早 い 日 ま で に 実 施 し な け れ ば な

ら な い 。  

４  参 加 事 業 所 は ， 前 ３ 項 に よ る Ａ Ｄ Ｌ 評 価 を 実 施 し た と き は ,評 価

対 象 利 用 者 ご と の 改 善 状 況 に つ い て ,次 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 当 該 各

号 に 定 め る 評 価 を 行 い ,伊 丹 市 介 護 度 改 善 イ ン セ ン テ ィ ブ 事 業 改 善

状 況 評 価 報 告 書 （ 様 式 第 ７ 号 。 以 下 「 改 善 状 況 評 価 報 告 書 」 と い

う 。 ） に 記 録 し な け れ ば な ら な い 。    

⑴   評 価 対 象 利 用 者 の ２ 回 目 に 行 っ た Ａ Ｄ Ｌ 評 価 の 得 点 か ら １ 回 目

に 行 っ た Ａ Ｄ Ｌ 評 価 の 得 点 を 控 除 し て 得 た 値 （ 以 下 「 Ａ Ｄ Ｌ 利

得 」 と い う 。 ） が ０ よ り 大 き い  改 善  

⑵   Ａ Ｄ Ｌ 利 得 が ０ で あ る  維 持  

⑶   Ａ Ｄ Ｌ 利 得 が ０ 未 満 で あ る  悪 化  

５  前 ３ 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 評 価 対 象 利 用 者 が 次 に 掲 げ る 事 由 に

該 当 す る と き は ， そ れ ぞ れ の Ａ Ｄ Ｌ 評 価 の 実 施 及 び そ の 記 録 を 要



し な い 。 こ の 場 合 に お い て ， Ａ Ｄ Ｌ 評 価 を 実 施 し な か っ た 理 由 を

事 前 状 況 評 価 報 告 書 及 び 改 善 状 況 評 価 報 告 書 に 記 録 し な け れ ば な

ら な い 。  

⑴   死 亡 し た と き  

⑵   参 加 事 業 所 に 対 し て サ ー ビ ス の 利 用 契 約 を 解 除 し た と き  

⑶   入 院 等 に よ り 連 続 し て ３ ０ 日 を 超 え る サ ー ビ ス の 利 用 が な い

と き  

６  参 加 事 業 所 は ， 第 ２ 項 の 事 前 状 況 評 価 報 告 書 に あ っ て は 市 長 が 別

に 定 め る 日 ま で に ， 第 ４ 項 の 改 善 状 況 評 価 報 告 書 に あ っ て は 次 条

の 報 告 書 と 併 せ て ， 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 事 業 所 評 価 の 実 施 ）  

第 １ ０ 条  参 加 事 業 所 は ， 前 条 の 評 価 が 完 了 し た と き は ,伊 丹 市 介 護

度 改 善 イ ン セ ン テ ィ ブ 事 業 評 価 結 果 報 告 書 （ 様 式 第 ８ 号 。 以 下 「 評

価 結 果 報 告 書 」 と い う 。 ） に 改 善 状 況 評 価 報 告 書 を 添 え て ,市 長 が

定 め る 期 日 ま で に 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は ,前 項 の 評 価 結 果 報 告 書 の 提 出 が あ っ た と き は ， 次 の 算 式

に よ り 計 算 し た 改 善 割 合 に よ り 参 加 事 業 所 を 評 価 す る も の と す る 。  

改 善 割 合 ＝ （ 第 ９ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 評 価 に お い て 改 善 と 評 価

さ れ た 評 価 対 象 利 用 者 の 数 ＋ 同 評 価 に お い て 維 持 と 評 価 さ れ た 評

価 対 象 利 用 者 の 数 ×０ ． ５ ） /参 加 事 業 所 に お け る 評 価 対 象 利 用

者 の 総 数 ×１ ０ ０ （ 小 数 点 以 下 第 ２ 位 を 四 捨 五 入 し て 得 た 数 値 と

す る 。 ）  

こ の 式 に お い て ， 参 加 事 業 所 に お け る 評 価 対 象 利 用 者 の 総 数 は ，

第 ６ 条 の 規 定 に よ る 参 加 の 申 込 み を し た 際 の 評 価 対 象 利 用 者 の 数

か ら 第 ９ 条 第 ５ 項 各 号 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 す る 評 価 対 象 利 用 者 の

数 を 控 除 し て 得 た 数 と す る 。  

（ 表 彰 の 基 準 等 ）  

第 １ １ 条  第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 表 彰 の 基 準 及 び 交 付 す る 報 奨 金 の

額 は ， 同 項 各 号 に 掲 げ る 事 業 所 の 区 分 ご と に 別 表 に 定 め る と お り と

す る 。  



２  市 長 は ， 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 評 価 の 結 果 が 前 項 の 基 準 に 合 致

す る と 認 め る と き は ， 表 彰 を 行 い ， 報 奨 金 を 交 付 す る も の と す る 。  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 参 加 事 業 所 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 業 所

に 該 当 す る 場 合 は ， 表 彰 及 び 報 奨 金 の 交 付 対 象 と し な い 。  

⑴   評 価 期 間 内 に お い て 第 ４ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 非 該 当 と な っ た 事

業 所  

⑵   当 該 年 度 の １ 月 末 日 に お い て 第 ４ 条 第 ２ 項 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る 事 業 所  

４  第 ３ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 表 彰 の 基 準 は ,第 ３ 条 第 １ 項 に 掲 げ る 事

業 所 の 区 分 ご と に ,  改 善 割 合 が 高 い も の か ら ５ 位 ま で と す る 。 た だ

し ,  改 善 割 合 が 一 致 す る こ と に よ り 同 じ 順 位 に 該 当 す る 者 が 複 数 あ

る 場 合 に あ っ て は ,当 該 利 用 者 を 同 順 位 と し て 表 彰 の 対 象 と す る 。  

５  市 長 は ,表 彰 を 決 定 し た と き は ,伊 丹 市 介 護 度 改 善 イ ン セ ン テ ィ

ブ 事 業 報 奨 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ９ 号 ） に よ り 当 該 表 彰 の 対 象

と な っ た も の に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 報 奨 金 の 請 求 等 ）  

第 １ ２ 条  前 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 （ 以 下 「 交 付 決 定

者 」 と い う 。 ） は ， 交 付 決 定 を 受 け た 年 度 の 末 日 ま で に 伊 丹 市 介 護

度 改 善 イ ン セ ン テ ィ ブ 事 業 報 奨 金 交 付 請 求 書 （ 様 式 第 １ ０ 号 ） に よ

り 市 長 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き は ， 遅 滞 な く 交 付

決 定 者 に 報 奨 金 を 交 付 す る も の と す る 。  

（ 表 彰 等 の 取 消 し ）  

第 １ ３ 条  市 長 は ， 交 付 決 定 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き

は ， 表 彰 を 取 り 消 し ， 又 は 既 に 交 付 し た 報 奨 金 の 全 部 若 し く は 一 部

の 返 還 を 命 ず る こ と が で き る 。  

⑴  偽 り そ の 他 不 正 な 行 為 に よ り 表 彰 を 受 け た と き 。  

⑵  第 １ １ 条 第 ３ 項 に 該 当 す る こ と が 明 ら か に な っ た と き 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 規 定 に よ り 表 彰 を 取 り 消 し た 場 合 は ， 伊 丹 市 介 護

度 改 善 イ ン セ ン テ ィ ブ 事 業 交 付 決 定 取 消 通 知 書 （ 様 式 第 １ １ 号 ） に



よ り 交 付 決 定 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ り 表 彰 を 取 り 消 さ れ ， 伊 丹 市 介 護 度 改 善 イ ン セ

ン テ ィ ブ 事 業 交 付 決 定 取 消 通 知 書 を 受 領 し た 者 は ， 市 長 の 定 め る 期

日 ま で に 報 奨 金 を 市 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 報 告 又 は 調 査 ）  

第 １ ４ 条  市 長 は 本 事 業 の 適 正 な 運 営 に 必 要 と 認 め る と き は ， 参 加 事

業 所 に 対 し 報 告 及 び 本 事 業 に 関 す る 書 類 の 提 出 を 求 め ， 又 は 市 職 員

に 調 査 を 行 わ せ る こ と が で き る 。  

（ 表 彰 対 象 者 等 に 関 す る 広 報 ）  

第 １ ５ 条  市 長 は ， 自 立 支 援 や 重 度 化 防 止 に 資 す る 介 護 サ ー ビ ス の 質

の 向 上 に 向 け た 取 組 の 機 運 を 醸 成 す る た め ， 第 １ １ 条 第 ２ 項 の 規 定

に よ り 表 彰 及 び 報 奨 金 の 交 付 を 受 け た 事 業 所 そ の 他 介 護 サ ー ビ ス の

質 の 向 上 に 向 け た 取 組 を 行 っ て い る と 認 め ら れ る 事 業 所 に つ い て ，

広 く 市 民 に 情 報 提 供 を 行 う よ う 努 め る も の と す る 。  

付  則   

 こ の 要 綱 は ， 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

別 表  

事 業 所 の 区 分  表 彰 の 基 準  交 付 す る 報

奨 金 の 額  

表 彰 の 種 別  

リ ハ ビ リ 型 事 業

所  

改 善 割 合 が 最 も 高 い

事 業 所  

５ ０ 万 円  第 １ 位  

改 善 割 合 が ２ 番 目 に

高 い 事 業 所  

３ ０ 万 円  第 ２ 位  

改 善 割 合 が ３ 番 目 に

高 い 事 業 所  

１ ０ 万 円  第 ３ 位  

改 善 割 合 が 上 位 ３ 事

業 所 に 入 ら な か っ た

事 業 所 の う ち ， 改 善

５ 万 円  努 力 賞  



割 合 が ５ ０ ％ を 超 え

た 事 業 所  

一 般 型 事 業 所  改 善 割 合 が 最 も 高 い

事 業 所  

３ ０ 万 円  第 １ 位  

改 善 割 合 が ２ 番 目 に

高 い 事 業 所  

１ ０ 万 円  第 ２ 位  

改 善 割 合 が ３ 番 目 に

高 い 事 業 所  

５ 万 円  第 ３ 位  

改 善 割 合 が 上 位 ３ 事

業 所 に 入 ら な か っ た

事 業 所 の う ち ， 改 善

割 合 が ５ ０ ％ を 超 え

た 事 業 所  

３ 万 円  努 力 賞  

備  考  

１  改 善 割 合 が 一 致 す る こ と に よ り 同 じ 表 彰 の 種 別 に 該 当 す る 事 業 所

が 複 数 あ る 場 合 に あ っ て は ,当 該 各 事 業 所 を 表 彰 の 対 象 と す る 。  

２  １ に 該 当 す る 場 合 に お い て ， 交 付 す る 報 奨 金 の 額 は ， そ の 表 彰 の

種 別 以 下 の 該 当 す る 事 業 所 数 分 ま で の 報 奨 金 総 額 を ， 同 種 別 の 事 業 所

数 で 等 分 し て 支 給 す る も の と す る 。 但 し ， 支 給 額 が 努 力 賞 の 報 奨 金 を

下 回 る 場 合 は 努 力 賞 の 報 奨 金 と 同 額 と す る 。  


